                                                      　  　 （電子メール施行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　建指第1511号―４
                                                   　　令和７年６月11日
公益社団法人兵庫県建築士会会長
一般社団法人兵庫県建築士事務所協会会長
                              　　　　　 兵庫県まちづくり部建築指導課長
　　　建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録申請等の
都道府県経由事務の廃止について

令和７年５月16日付け国住指第97号通知があり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和７年法律第35号）が令和７年５月９日に成立し、同年５月16日に公布されました。

これにより、下記のとおり、建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録申請等（登録申請のほか、登録証の交付・訂正・再交付・返納その他登録に関する書類の提出）について、手続のオンライン化に伴い、都道府県経由事務が廃止されますので、通知いたします。
つきましては、会員等への周知をお願いします。
記
１　改正概要 

建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録申請等（登録申請のほか、登録証の交付・訂正・再交付・返納その他登録に関する書類の提出）について、手続のオンライン化に伴い、都道府県経由事務を廃止される。 
２　施行期日 

令和７年12月１日


様





（連絡先）


兵庫県まちづくり部建築指導課管理班　　玉置


ＴＥＬ：078－341－7711（内）75585


ＦＡＸ：078－362－4456


Ｍａｉｌ：Yasuhiro_Tamaki@pref.hyogo.lg.jp








